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自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の取得結果に関するお知らせ 

（会社法第 459条第１項第１号の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

当社は、平成 30 年５月 14 日にお知らせいたしました自己株式の取得につき、本日下記のとおり買

付けを行いましたので、お知らせいたします。 

 

１．自己株式の取得を行った理由 

エンターテインメント領域におきましては、サービス開始５年目となった「モンスターストライ

ク」をより多くのユーザーに長く愛される国民的コンテンツへと育てていくための取り組みとして、

ゲーム自体の特長でもある友人との協力プレイの更なる強化、プレイ環境を変えていくようなアッ

プデート、アニメ・劇場版とのゲーム連動、世間の話題となるようなマーケティング企画やマーチ

ャンダイジング、「モンスターストライク」の IPを活用した新作ゲームタイトルの開発等を進めて

まいります。また、別途新規ゲームタイトルの開発を進めていくほか、アニメ等を通じて新規ヒッ

トタイトルの創出も進めてまいります。 

またメディア領域におきましては、新しいコミュニケーションサービスを生み出していくこと、

既存サービスにおいてもエンターテインメント領域で培ったバイラルコミュニケーション設計力

を活かしていくことで更なる拡大を図ってまいります。 

さらに、新規領域としてスポーツ・ウェルネスといった領域にも進出し、メディア領域同様当社

の強みを活かした事業展開を図ってまいります。 

一方で、当社は株主の皆様への利益還元についても、重要な経営課題の一つとして認識しており、

将来の成長投資のために必要となる内部留保及び手元資金を確保しながらも、株主還元の充実を図

るとともに、資本効率の向上や経営環境の変化に即応できる機動的な資本政策の遂行を可能とする

ことが株主価値の向上に資すると考え、自己株式の取得を実施することといたしました。 

 

 

 

 

 



２．取得の内容 

（１） 取 得 し た 株 式 の 種 類  当社普通株式 

（２） 取 得 し た 株 式 の 総 数  1,338,000株 

（３） 取 得 価 額  3,735 円 

（４） 株式の取得価額の総額  4,997,430,000円 

（５） 取 得 日  平成 30年５月 15日 

（６） 買 付 方 法  東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）に

よる買付け 

（注）当社の主要株主であり筆頭株主の取締役会長 笠原健治（平成 30年４月 27日現在の保有株式数

36,358,000株。同日現在の当社発行済株式総数（自己株式を除く）に対する持株比率 46.61％）より、今回の自

己株式取得に際して、その保有する当社普通株式の一部 1,206,100株を売却した旨の連絡を受けております。 

 

（参考）平成 30年５月 10日開催の当社取締役会での決議内容 

（１） 取 得 す る 株 式 の 種 類  当社普通株式 

（２） 取 得 す る 株 式 の 総 数  3,200,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合

4.10％） 

（３） 株 式 の 取 得 対 価  金銭 

（４） 株式の取得価額の総額  10,000,000,000 円（上限） 

（５） 取 得 期 間  平成 30年５月 15日から平成 30 年９月末日 

（６） 買 付 方 法  ① 東京証券取引所における自己株式立会外買付取引

（ToSTNeT-3）による買付け 

② 東京証券取引所における市場買付け（取引一任契約に

基づく市場買付け） 

 

３．上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計（平成 30 年５月 15 日現在） 

   （１）取得した株式の総数 1,338,000株 

   （２）株式の取得価額の総額 4,997,430,000円 

   （注）当社は、前項２の（参考）に記載のとおり、平成 30 年５月 10 日に、①東京証券取引所

の自己株式立会外買付（ToSTNeT-3）による買付け及び②自己株式取得に係る取引一任契約

に基づく市場買付けを決議しておりましたが、本日実行した自己株式立会外買付取引

（ToSTNeT-3）による取得株式数及び取得価額の総額が、当該決議に係る取得枠に達しなか

ったため、平成 30 年５月 16 日以降平成 30 年９月末日までの期間において、上記取締役会

において決議した取得する株式の総数および取得価額の総額から、それぞれ上記の東京証券

取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）により取得した株式の総数および取得価額

の総額を控除した数量および金額を上限として、取引一任契約に基づく市場買付けによる自

己株式の取得を継続していく予定です。 

 

以 上 


